
27－政治活動の支出に関する米国のコーポレート・ガバナンス（久保）

一
　
は
じ
め
に

現
在
、
米
国
で
は
二
〇
一
二
年
大
統
領
選
挙
に
向
け
た
選
挙
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
行
方
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
大
き
な
注

目
を
集
め
て
い
る
の
が
選
挙
に
投
じ
ら
れ
る
資
金
で
あ
る
。
米
国
の
選
挙
に
は
巨
額
の
資
金
が
動
く
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
二
〇
一

政
治
活
動
の
支
出
に
関
す
る
米
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

久
保
　
佳
納
子

一
　
は
じ
め
に

二
　
連
邦
選
挙
運
動
資
金
法
に
お
け
る
規
制
の
概
要

三
　C

itizens
U

nited
v.F

E
C

判
決

（
１
）

支
出
規
制
の
正
当
性
――
株
主
の
保
護

（
２
）

開
示
規
制
の
意
義

四
　C

itizens
U

nited

判
決
後
の
動
向

（
１
）

立
法
動
向

（
２
）

会
社
の
取
組
み

（
３
）

株
主
の
反
応

五
　
お
わ
り
に
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〇
年
、
会
社
が
独
自
に
候
補
者
の
支
持
・
不
支
持
を
呼
び
か
け
る
よ
う
な
選
挙
広
告
を
出
す
こ
と
へ
の
規
制
は
違
憲
で
あ
る
と
の
連
邦
最

高
裁
判
所
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
会
社
が
行
う
政
治
活
動
に
関
す
る
支
出
が
さ
ら
に
増
加
す
る
可
能
性
が
生
ま
れ
て
い
る
。

会
社
の
事
業
・
業
務
の
運
営
と
い
う
の
は
、
会
社
財
産
を
ど
の
よ
う
に
使
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
事
業
運
営
権
限
は
取
締

役
会
（
ひ
い
て
は
執
行
役
）
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
た
め
、
会
社
財
産
の
使
途
に
か
か
る
決
定
権
は
、
少
な
く
と
も
事
業
そ
の
も
の
に
必
要

な
支
出
に
つ
い
て
は
取
締
役
会
に
幅
広
い
裁
量
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
事
業
と
は
直
接
関
連
が
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
取
締

役
会
の
裁
量
の
範
囲
や
程
度
を
ど
こ
ま
で
認
め
る
べ
き
か
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
左
右
さ
れ
る
。
近
年
、
会
社
財
産
の
使
途
が
問
題
と
な

っ
た
事
案
と
し
て
、
会
社
に
取
締
役
候
補
者
の
擁
立
に
か
か
る
委
任
状
勧
誘
費
用
を
株
主
に
補
償
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
議
論

と
な
り
、
株
主
は
取
締
役
の
信
認
義
務
の
履
行
を
妨
げ
な
い
範
囲
で
会
社
に
費
用
補
償
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た

（
１
）

。
こ
れ
は

取
締
役
の
選
任
手
続
き
に
株
主
が
よ
り
積
極
的
に
関
与
で
き
る
よ
う
に
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
会
社
の
内
部
問
題
た
る
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
会
社
の
財
産
を
費
や
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
扱
う
政
治
関
連
の
支
出
も
、
事
業
そ
の
も
の
に
直
接
に
関
連
す
る
支
出
で
は
な
く
、
さ
ら
に
右
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
に
か
か
る
支
出
と
も
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
会
社
の
政
治
関
連
の
支
出
に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
会
社
に
表
現

の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
人
権
享
有
主
体
性
の
問
題
や
権
利
能
力
の
問
題
に
加
え
て
、
政
治
活
動
の
た
め
に
支
出
を
す
る
際
の

決
定
権
は
誰
に
あ
り
、
ど
の
程
度
ま
で
許
さ
れ
る
か
と
い
う
会
社
財
産
の
使
途
に
関
す
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
ま
で
多

岐
に
わ
た
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
現
実
問
題
と
し
て
会
社
が
行
っ
て
い
る
政
治
関
連
支
出
に
米
国
の
会
社
法
が
ど
の
よ
う

に
対
応
し
て
い
く
の
か
に
焦
点
を
当
て
、
取
締
役
会
の
権
限
の
範
囲
内
と
さ
れ
て
き
た
事
項
へ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
制
度
の
構
築
の
プ
ロ
セ
ス

を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

以
下
で
は
、
連
邦
選
挙
運
動
資
金
法
の
規
制
を
概
説
し
た
上
で
、
二
〇
一
〇
年
に
下
さ
れ
たC

itizens
U

nited

判
決
を
会
社
法
へ
の
影
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響
と
い
う
視
点
か
ら
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
当
該
判
決
後
の
数
々
の
立
法
提
案
、
会
社
の
対
応
、
株
主
の
反
応
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
会
社

の
政
治
関
連
支
出
の
規
制
を
め
ぐ
る
動
き
を
整
理
す
る
。

二
　
連
邦
選
挙
運
動
資
金
法
に
お
け
る
規
制
の
概
要

米
国
に
お
い
て
、
会
社
が
選
挙
に
関
連
し
て
資
金
を
拠
出
す
る
際
に
適
用
さ
れ
る
法
の
一
つ
に
一
九
七
一
年
連
邦
選
挙
運
動
資
金
法

（Federal
E

lection
C

am
paign

A
ct

of
1971

）
が
あ
る
。
同
法
は
大
統
領
選
挙
お
よ
び
連
邦
上
下
両
院
議
員
選
挙
に
関
す
る
選
挙
資
金
を

規
正
す
る
法
律
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
、
政
治
資
金
の
収
支
の
公
開
、
資
金
の
提
供
方
法
お
よ
び
額
の
制
限

（
２
）

、
大
統
領
選
候
補
者
等
に
対

し
て
支
出
さ
れ
る
公
的
資
金
の
制
度
の
三
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
法
律
を
執
行
し
、
報
告
書
を
監
査
す
る
独
立
の
行
政
機
関
と
し
て
、

連
邦
選
挙
委
員
会
（FederalE

lection
C

om
m

ission,FE
C

）
を
創
設
し
て
い
る

（
３
）

。

連
邦
選
挙
運
動
資
金
法
は
、
成
立
当
初
は
連
邦
選
挙
に
か
か
る
政
治
献
金
の
開
示
を
中
心
と
す
る
規
制
を
採
用
し
て
い
た
が
、
一
九
七

四
年
以
降
は
献
金
額
に
上
限
を
設
け
る
な
ど
選
挙
資
金
の
総
量
削
減
に
動
い
て
い
る
。
そ
の
後
、
同
法
の
規
制
か
ら
外
れ
る
い
わ
ゆ
る
ソ

フ
ト
マ
ネ
ー
と
呼
ば
れ
る
政
治
資
金
を
用
い
た
選
挙
活
動
が
横
行
す
る
よ
う
に
な
り
、
二
〇
〇
二
年
に
は
超
党
派
選
挙
運
動
改
革
法

（B
ipartisan

C
am

paign
R

eform
A

ctof2002

）
に
よ
っ
て
連
邦
選
挙
運
動
資
金
法
が
大
幅
に
改
正
さ
れ
て
規
制
範
囲
が
広
げ
ら
れ
た

（
４
）

。

会
社
が
選
挙
に
関
連
し
て
資
金
を
拠
出
す
る
方
法
は
こ
れ
ま
で
大
き
く
二
つ
に
分
類
さ
れ
、
一
つ
は
候
補
者
等
へ
の
直
接
の
資
金
提
供

で
あ
り
、
献
金
（contribution

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
献
金
は
会
社
本
体
の
資
金
――
こ
れ
を
一
般
資
金
（generaltreasury

fund

）

と
い
う
――
か
ら
拠
出
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
き
た
。
い
ま
一
つ
は
候
補
者
と
は
直
接
接
点
を
持
た
な
い
活
動
に
資
金
を
投
じ
る
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
を
広
く
支
出
（expenditure

）
と
呼
ぶ
。
こ
の
う
ち
特
定
の
候
補
者
の
支
持
ま
た
は
不
支
持
を
呼
び
か
け
る
活
動
の
た
め
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の
支
出
は
独
立
支
出
（independent

expenditure

）
と
い
い
、
一
般
資
金
か
ら
の
拠
出
を
禁
止
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
に
、
二
〇
〇
二
年
超

党
派
選
挙
運
動
改
革
法
は
新
た
に
、
当
落
は
呼
び
か
け
な
い
が
選
挙
前
に
候
補
者
名
に
言
及
す
る
「
選
挙
広
告
（electio

n
eerin

g

com
m

unication

）」
も
独
立
支
出
の
一
つ
と
位
置
づ
け
て
、
同
様
に
一
般
資
金
か
ら
の
拠
出
を
禁
じ
た
。
た
だ
し
、
会
社
本
体
と
は
別
に

政
治
活
動
委
員
会
（Political

A
ction

C
om

m
ittee,

PA
C

）
を
設
立
し
、
こ
の
Ｐ
Ａ
Ｃ
が
献
金
お
よ
び
独
立
支
出
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

て
い
た
。
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
運
営
費
用
は
会
社
が
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
候
補
者
へ
の
献
金
・
独
立
支
出
は
、
会
社
が
設
立
す
る
Ｐ
Ａ
Ｃ

の
場
合
に
は
株
主
な
ら
び
に
従
業
員
か
ら
の
寄
附
金
、
労
働
組
合
が
設
立
す
る
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
場
合
に
は
組
合
員
か
ら
の
寄
附
金
か
ら
な
る
分

離
資
金
（separate

segregated
fund

）
か
ら
拠
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
会
社
は
、
特
定
の
候
補
者
と
は
直
接
接
点
を

持
た
ず
に
行
う
従
来
の
独
立
支
出
に
加
え
て
選
挙
広
告
の
た
め
に
一
般
資
金
を
使
用
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
ら
を
行
う
に

は
会
社
本
体
の
資
金
と
は
別
の
分
離
資
金
を
も
つ
Ｐ
Ａ
Ｃ
を
設
立
し
、
株
主
お
よ
び
従
業
員
か
ら
別
途
寄
附
を
募
っ
て
活
動
す
る
こ
と
が

必
要
と
な
っ
て
い
た
。

三
　C

itizens
U

nited
v.F

E
C

判
決

そ
の
よ
う
な
中
、
選
挙
広
告
を
含
む
独
立
支
出
の
規
制
の
合
憲
性
を
争
う
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
の
が
、C

itizens
U

nited
v.

F
E

C

判
決

（
５
）

で
あ
る
。
本
件
は
法
人
の
支
出
規
制
を
合
憲
と
し
て
き
た
近
年
の
先
例
を
覆
し
た
こ
と
か
ら
重
要
な
判
決
と
な
っ
て
い
る
。
大
統
領
選
挙

を
控
え
て
選
挙
資
金
合
戦
が
ま
す
ま
す
加
熱
す
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
る
中
、
本
判
決
を
受
け
て
、
会
社
が
選
挙
に
関
す
る
広
告
等
を
会
社

財
産
か
ら
拠
出
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
た
め
に
国
民
的
な
関
心
も
呼
ん
で
い
る
。
な
お
、
二
〇
一
〇
年
に
、
政
治
関
連
の
支
出
を
一

切
し
て
い
な
い
会
社
は
Ｓ
＆
Ｐ
五
〇
〇
の
う
ち
わ
ず
か
十
七
社
で
あ
り

（
６
）

、
企
業
の
政
治
関
連
支
出
は
総
額
十
一
億
ド
ル
に
の
ぼ
る
と
言
わ
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れ
て
い
る

（
７
）

。
同
判
決
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

原
告
で
あ
るC

itizens
U

nited

は
政
治
活
動
を
目
的
と
す
る
非
営
利
法
人
で
あ
り
、
個
人
な
ら
び
に
営
利
法
人
か
ら
年
間
約
一
二
〇
〇

万
ド
ル
の
寄
附
を
受
け
て
活
動
し
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
、C

itizens
U

nited

は
「H

illary:T
he

M
ovie

」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
映
画
（
以

下
、
映
画
「
ヒ
ラ
リ
ー
」
と
す
る
。）
を
作
成
し
、
映
画
館
と
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
の
公
開
を
目
指
し
て
い
た
。
映
画
「
ヒ
ラ
リ
ー
」
は
当
時
合
衆

国
上
院
議
員
で
あ
り
、
二
〇
〇
八
年
の
民
主
党
の
大
統
領
予
備
選
挙
の
候
補
者
で
あ
っ
た
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
（
現
国
務
長
官
）
の

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
で
、
ク
リ
ン
ト
ン
上
院
議
員
に
批
判
的
な
政
治
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
等
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

C
itizens

U
nited

は
ビ
デ
オ
・
オ
ン
・
デ
マ
ン
ド
を
通
じ
て
さ
ら
に
配
信
を
広
め
た
い
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月
、

あ
る
ケ
ー
ブ
ル
会
社
が
、
一
二
〇
万
ド
ル
で
、
ビ
デ
オ
・
オ
ン
・
デ
マ
ン
ド
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
「E

lection
'08

」
に
て
映
画
「
ヒ
ラ
リ
ー
」

を
配
信
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
。C

itizens
U

nited

は
配
信
の
契
約
金
の
準
備
を
す
る
と
と
も
に
、
ビ
デ
オ
・
オ
ン
・
デ
マ
ン
ド
の
視
聴

を
促
進
す
る
た
め
に
テ
レ
ビ
放
送
な
ら
び
に
ケ
ー
ブ
ル
・
テ
レ
ビ
用
に
二
本
の
十
秒
Ｃ
Ｍ
と
一
本
の
三
十
秒
Ｃ
Ｍ
を
作
成
し
た
。
い
ず
れ

の
Ｃ
Ｍ
も
、
映
画
の
タ
イ
ト
ル
と
映
画
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
に
続
き
、
ク
リ
ン
ト
ン
上
院
議
員
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
（
侮
蔑
的

と
も
と
れ
る
）
表
現
を
含
ん
で
い
た
。

C
itizens

U
nited

は
二
〇
〇
八
年
予
備
選
挙
に
向
け
て
ビ
デ
オ
・
オ
ン
・
デ
マ
ン
ド
に
お
い
て
映
画
「
ヒ
ラ
リ
ー
」
を
視
聴
可
能
に
し

た
い
と
考
え
た
が
、
本
件
映
画
と
そ
の
Ｃ
Ｍ
が
連
邦
選
挙
運
動
資
金
法
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
を
抱
い
た
。

法
人
お
よ
び
労
働
組
合
は
、
候
補
者
に
直
接
献
金
を
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
候
補
者
と
直
接
関
わ
り
を
も
た
な
い
支
出
に
つ
い
て
も
特

定
の
候
補
者
の
支
持
ま
た
は
不
支
持
を
明
示
的
に
呼
び
か
け
る
も
の
は
独
立
支
出
と
し
て
そ
の
一
般
資
金
を
使
用
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ

て
き
た
（
連
邦
選
挙
運
動
資
金
法
四
四
一
ｂ
条
）。
さ
ら
に
二
〇
〇
二
年
超
党
派
選
挙
運
動
改
革
法
に
も
と
づ
き
改
正
さ
れ
た
連
邦
選
挙

運
動
資
金
法
四
四
一
ｂ
条
（
ｂ
）（
二
）

（
８
）

は
、
特
定
の
候
補
者
の
当
落
を
呼
び
か
け
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
予
備
選
挙
の
前
三
十
日
間
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お
よ
び
本
選
挙
の
前
六
十
日
間
に
、
特
定
の
候
補
者
の
名
前
に
言
及
す
る
選
挙
広
告
を
、
独
立
支
出
と
同
様
に
一
般
資
金
で
行
う
こ
と
を

禁
止
し
て
い
る
。
本
件
は
こ
の
選
挙
広
告
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
選
挙
広
告
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
四
三
四
条

（
ｆ
）

（
９
）

お
よ
び
四
四
一
ｄ
条
（
ｄ
）（
二
）

（
10
）

に
抵
触
す
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。
前
者
は
、
選
挙
広
告
の
た
め
に
年
間
一
万
ド
ル
以
上
を
支
出

す
る
場
合
は
、
そ
の
団
体
に
対
し
て
千
ド
ル
以
上
の
献
金
を
行
っ
た
者
の
氏
名
を
公
表
す
る
よ
う
義
務
付
け
る
も
の
で
、
後
者
は
、
選
挙

広
告
に
は
「
こ
の
広
告
の
内
容
は
、
…
の
見
解
で
す
（...is

responsible
for

the
contentof

this
advertising.

）」
と
い
う
表
示
が
音
声
と

と
も
に
四
秒
以
上
映
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
る
。

二
〇
〇
七
年
十
二
月
、C

itizens
U

nited

は
Ｆ
Ｅ
Ｃ
を
被
告
と
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
特
別
区
合
衆
国
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
①
連
邦
選
挙

運
動
資
金
法
四
四
一
ｂ
条
の
規
定
は
、
映
画
「
ヒ
ラ
リ
ー
」
と
そ
の
Ｃ
Ｍ
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
合
衆
国
憲
法
第
一
修
正
の
保

障
す
る
表
現
の
自
由
に
反
し
違
憲
で
あ
り
、
②
四
三
四
条
（
ｆ
）
お
よ
び
四
四
一
ｄ
条
（
ｄ
）（
二
）
は
、
映
画
「
ヒ
ラ
リ
ー
」
と
そ
の

Ｃ
Ｍ
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
不
当
な
制
約
で
あ
る
と
主
張
し
、
無
効
確
認
な
ら
び
に
差
止
め
に
よ
る
救

済
（declaratory

and
injunctive

relief

）
を
求
め
た
。

地
方
裁
判
所
は
、
①
四
四
一
ｂ
条
は
合
憲
で
あ
っ
て
、
映
画
「
ヒ
ラ
リ
ー
」
へ
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
合
憲
で
あ
る
と
判
示
し
、

同
様
に
②
四
三
四
条
（
ｆ
）
お
よ
び
四
四
一
ｄ
条
（
ｄ
）（
二
）
に
つ
い
て
も
適
用
合
憲
と
し
てC

itizens
U

nited

の
請
求
を
退
け
た

（
11
）

。
こ

れ
を
受
け
て
原
告
側
が
上
訴
し
た
。

最
高
裁
は
①
本
件
映
画
は
「
選
挙
広
告
」
に
該
当
す
る
も
の
の
、
四
四
一
ｂ
条
は
文
面
上
違
憲
で
あ
り
、
②
四
三
四
条
（
ｆ
）
お
よ
び

四
四
一
ｄ
条
（
ｄ
）（
二
）
に
つ
い
て
は
適
用
合
憲
と
判
示
し
た
。
本
判
決
は
、
法
人
と
自
然
人
に
政
治
的
言
論
を
な
す
権
利
に
差
は
な

い
と
す
る
前
提
に
立
ち
、
法
人
の
独
立
支
出
禁
止
を
定
め
る
連
邦
選
挙
運
動
資
金
法
に
違
憲
判
決
を
下
し
た
。
支
出
規
制
が
法
人
の
表
現
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の
自
由
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
が
展
開
さ
れ
る
中
で
、
株
主
保
護
に
言
及
し
、
会
社
法
上
の
問
題
と
し
て
株
主
の
利
益
や

ガ
バ
ナ
ン
ス
手
続
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
す
る
契
機
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
、
政
治
関
連
支
出
自
体
を
禁
止
す
る
こ
と
は
違
憲
で
あ
る
と

す
る
一
方
で
、
開
示
を
通
じ
た
規
制
は
積
極
的
に
支
持
し
て
お
り
、
今
後
の
規
制
方
針
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、

と
く
に
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
制
度
の
構
築
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
れ
ら
の
点
を
中
心
に
本
件
判
決
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る

（
12
）

。

（
１
）

支
出
規
制
の
正
当
性
――
株
主
の
保
護

支
出
規
制
は
、
政
治
的
言
論
の
規
制
と
な
る
た
め
、
こ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
（com

pelling
interest

）

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
過
去
に
も
法
人
の
政
治
関
連
支
出
へ
の
規
制
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
例
が
多
く
あ
り
、

そ
の
正
当
性
の
根
拠
に
は
紆
余
曲
折
が
み
ら
れ
る
。
一
九
七
六
年B

uckley

判
決

（
13
）

で
は
、
一
九
七
四
年
連
邦
選
挙
運
動
資
金
法
に
定
め
た

支
出
制
限
（
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
独
立
支
出
額
に
上
限
を
設
け
る
規
定
）
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
、
最
高
裁
は
、
政
治
活
動
の
支
出
は
表
現
の
一
形
態

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
提
示
し
、
政
治
活
動
の
支
出
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
は
、
第
一
修
正
の
表
現
の
自
由
を
直
接
に
規
制
す
る
も
の

だ
と
し
て
違
憲
判
決
を
下
し
た
。
一
方
、
献
金
に
つ
い
て
は
、
間
接
的
な
表
現
の
自
由
で
あ
り
、
献
金
が
政
治
腐
敗
（corruption

）
と
結

び
付
く
危
険
性
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
、
献
金
制
限
は
合
憲
で
あ
る
が
、
支
出
制
限
は
違
憲
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
示
し
た
。
な
お
、

表
現
者
が
対
価
を
求
め
る
よ
う
な
場
合
は
政
治
腐
敗
を
も
た
ら
す
と
し
て
規
制
が
正
当
化
さ
れ
う
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
二
年

後
に
下
さ
れ
たB

ellotti

判
決

（
14
）

は
、
営
利
法
人
が
州
民
投
票
に
影
響
を
及
ぼ
す
目
的
で
献
金
や
支
出
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
る
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
州
法
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
り
、
最
高
裁
は
、
第
一
修
正
の
保
護
は
法
人
に
も
及
ぶ
と
し
て
、
法
人
の
言
論
の
権
利
を
認
め
た
。

政
治
的
言
論
に
つ
い
て
も
、
そ
の
論
者
が
法
人
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
そ
の
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
九
〇
年
、
法
人
が
州
公
職
選
挙
候
補
者
の
当
落
を
呼
び
か
け
る
た
め
に
そ
の
一
般
資
金
か
ら
独
立
支
出
を
す
る
こ
と
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を
禁
止
す
る
ミ
シ
ガ
ン
州
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
たA

ustin

判
決

（
15
）

で
、
最
高
裁
は
、
法
人
は
法
人
と
い
う
姿
を
借
り
て
富
を
蓄
積
し
、
そ

の
富
は
法
人
の
政
治
的
意
見
を
公
衆
が
支
持
し
て
い
る
か
否
か
に
関
連
な
く
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
富
を
選
挙

活
動
の
源
泉
と
す
れ
ば
政
治
を
歪
曲
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
述
べ
、
歪
曲
防
止
（antidistortion

）
を
規
制
理
由
と
し
て
認
め
て
法

人
の
独
立
支
出
を
禁
止
す
る
法
を
合
憲
と
し
た
。
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
支
出
規
制
は
合
憲
と
す
る
方
針
転
換
が
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

A
ustin

判
決
の
支
出
規
制
の
支
持
を
背
景
に
、
二
〇
〇
二
年
に
超
党
派
選
挙
運
動
改
革
法
に
よ
っ
て
連
邦
選
挙
運
動
資
金
法
が
強
化
さ
れ
、

翌
年
に
は
同
改
正
法
を
争
っ
たM

cC
onnell

判
決

（
16
）

に
お
い
て
もA

ustin

判
決
が
踏
襲
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
で
下
さ
れ
た
の
が
二
〇
一
〇
年C

itizens
U

nited

判
決
で
あ
る
。A

ustin

判
決
を
覆
し
て
、
再
度
か
つ
て
の
方
針
に
回

帰
す
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
に
か
け
て
新
た
に
ロ
バ
ー
ツ
裁
判
官
と
ア
リ
ト
ウ
裁
判
官
が
就
任
し
、
こ

れ
に
よ
り
共
和
党
の
大
統
領
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
裁
判
官
が
過
半
数
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。

C
itizens

U
nited

判
決
は
支
出
規
制
を
正
当
化
す
る
三
つ
の
根
拠
を
す
べ
て
否
定
し
て
い
る
。
第
一
に
、
歪
曲
防
止
と
い
う
主
張
に
つ
い

て
は
、
憲
法
第
一
修
正
の
保
護
は
法
人
に
も
及
ぶ
も
の
で
、
表
現
者
が
法
人
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
自
然
人
と
異
な
る
扱
い
を
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
てB

ellotti

判
決
を
踏
襲
す
る
立
場
を
と
り
、
第
二
に
、B

uckley

判
決
で
認
め
ら
れ
た
政
治
腐
敗
防
止
と
い

う
規
制
理
由
は
、
あ
く
ま
で
当
該
支
出
が
実
質
的
な
見
返
り
を
も
た
ら
す
よ
う
な
場
合
に
限
定
さ
れ
、
単
に
候
補
者
に
影
響
力
を
及
ぼ
し
、

接
触
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
は
政
治
腐
敗
と
は
言
え
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
が
株
主
の
保
護
を
規
制
理
由
と
す
る
主
張
で
あ
る
。

法
人
の
表
現
に
反
対
す
る
株
主
を
保
護
す
る
た
め
に
、
法
人
の
独
立
支
出
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
Ｆ
Ｅ
Ｃ
の
主
張
に
つ
い
て
、

最
高
裁
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
政
府
は
、
反
対
株
主
が
会
社
の
政
治
的
言
論
に
資
金
を
提
供
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
法
人
の
独
立
支
出
を
規

制
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
株
主
保
護
と
い
う
利
益
は
、
政
府
が
メ
デ
ィ
ア
企
業
に
対
し
て
も
政
治
的
言
論
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を
禁
止
す
る
こ
と
を
も
許
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
た
と
え
ば
、
新
聞
社
の
株
主
が
同
社
の
政
治
的
見
解
に
賛
同
し
な
い
場
合
、
政
府
の
見

解
に
も
と
づ
け
ば
、
こ
の
よ
う
な
潜
在
的
な
意
見
の
相
違
が
あ
れ
ば
、
政
府
に
メ
デ
ィ
ア
企
業
の
政
治
的
言
論
を
規
制
す
る
権
限
を
与
え

る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
濫
用
を
『
会
社
の
民
主
的
な
手
続
き
を
通
じ
て
（through

the
procedures

of
corporate

dem
ocracy

）』
株
主
が
是
正
で
き
な
い
と
い
う
証
拠
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

こ
れ
ら
の
理
論
付
け
は
株
主
保
護
と
い
う
規
制
利
益
を
否
定
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
こ
の
規
制
利
益
に
も
と
づ
け
ば
、

当
該
規
制
は
過
少
で
も
あ
る
し
、
過
剰
で
も
あ
る
。
も
し
議
会
が
反
対
株
主
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
選
挙
前
三
十
日
間
ま

た
は
六
十
日
間
に
限
定
し
て
、
特
定
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
政
治
的
言
論
だ
け
を
禁
止
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
株
主
の
利

益
は
、
い
か
な
る
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
も
、
ま
た
い
か
な
る
時
期
に
お
い
て
も
、
法
人
の
言
論
に
影
響
を
受
け
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
当

該
規
制
は
あ
ら
ゆ
る
法
人
を
対
象
に
す
る
点
で
過
剰
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
法
人
に
は
非
営
利
法
人
や
営
利
目
的
の
一
人
会
社
も
含
ん
で
お

り
、
こ
れ
ら
の
法
人
に
つ
い
て
は
、
言
論
を
規
制
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
他
の
規
制
方
法
を
検
討
し
探
る
こ
と
が
救
済
と
な
る
。」

（
17
）

し
た
が
っ
て
、
株
主
の
保
護
と
い
う
主
張
も
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
必
要
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
わ
り
に
会
社
法

上
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
手
続
き
な
ど
の
他
の
手
法
を
通
じ
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
判
事
は
反
対
意
見
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
選
挙
過
程
の
清
廉
性
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
が
、
自
ら
の
意
思
に
反
し
て
選
挙
活
動
の
た
め
に
支
出
を
強
要
さ
れ
る
と
い
う
、

あ
る
種
の
言
論
の
強
要
か
ら
株
主
の
権
利
を
保
護
す
る
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
会
社
が
特
定
の
候
補
者
を
賞
賛
し
た
り
非
難
し
た
り
す
る

た
め
に
一
般
資
金
を
使
う
場
合
、
そ
の
金
銭
を
実
際
に
支
払
う
の
は
残
余
財
産
請
求
権
者
で
あ
る
株
主
で
あ
る
。
会
社
の
政
治
的
見
解
に

賛
同
し
な
い
株
主
は
、
自
ら
の
投
資
資
金
が
自
ら
の
政
治
的
信
条
を
損
な
う
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
で
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
お
い
て
は
資
金
を
提
供
す
る
人
々
は
そ
の
政
治
的
見
解
を
支
持
し
て
い
る
。
さ
ら
に
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
制
度
が
あ
れ
ば
、
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法
人
は
経
営
者
の
個
人
的
な
政
治
的
見
解
を
示
す
た
め
に
一
般
資
金
が
使
わ
れ
る
こ
と
を
回
避
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
は
政
治
的

見
解
が
一
致
し
な
い
株
主
が
い
る
状
況
下
で
法
人
の
一
般
資
金
を
使
わ
せ
な
い
こ
と
を
保
障
し
な
が
ら
、
会
社
が
政
治
活
動
に
参
加
す
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
利
用
を
認
め
る
ル
ー
ル
は
、
意
見
を
一
に
す
る
株
主
の
政
治
的
言
論
を
よ
り
促
進
す
る
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
、
レ
ン
ト
シ
ー
キ
ン
グ
行
為
（rent

seeking
behavior

）
（
18
）

を
抑
制
し
、
様
々
な
意
見
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
る
。

A
ustin

判
決
は
一
般
資
金
の
利
用
に
対
す
る
規
制
を
認
容
し
て
お
り
、
そ
れ
は
純
粋
に
経
済
的
な
理
由
か
ら
会
社
に
投
資
し
て
い
る
者
――

ほ
と
ん
ど
の
投
資
家
が
そ
う
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
――
が
利
用
さ
れ
る
の
を
防
ぎ
、
経
済
的
目
的
を
犠
牲
に
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
も

の
で
あ
る
。」

（
19
）

株
主
の
保
護
に
は
、
こ
こ
で
主
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
個
人
の
思
想
・
信
条
と
異
な
る
活
動
へ
の
支
出
を
強
制
さ
れ
る
と
い
う
点
で
の
株

主
保
護
の
問
題
と
、
企
業
価
値
最
大
化
の
た
め
に
会
社
財
産
を
ど
の
よ
う
に
配
分
し
て
投
下
し
て
い
く
か
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
反
対
株
主

の
取
扱
い
が
問
題
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
判
事
の
反
対
意
見
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
利
用
に
限
定
す
れ
ば
こ

う
し
た
株
主
保
護
の
問
題
も
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
本
件
判
決
は
会
社
の
政
治
的
支
出
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
た

め
株
主
保
護
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
が
、
株
主
（
構
成
員
）
の
表
現
の
自
由
に
つ
い
て
は
踏
み
込
ん
だ
検
討
は
さ
れ
な
い
ま
ま

（
20
）

、
そ
の

解
決
法
を
後
者
の
問
題
と
し
て
、
す
な
わ
ち
会
社
法
上
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
処
理
し
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
（
21
）

。（
２
）

開
示
規
制
の
意
義

連
邦
選
挙
運
動
資
金
法
四
三
四
条
（
ｆ
）
は
一
年
で
選
挙
広
告
に
一
万
ド
ル
以
上
を
費
や
し
た
者
に
Ｆ
Ｅ
Ｃ
へ
開
示
書
類
を
届
け
出
る

こ
と
を
義
務
付
け
て
お
り
、
当
該
書
類
に
は
支
出
者
の
身
元
、
支
出
総
額
、
対
象
と
し
て
い
る
選
挙
、
一
定
の
寄
附
者
を
記
載
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
今
後
は
独
立
支
出
を
行
う
会
社
は
本
条
に
よ
る
開
示
義
務
が
及
ぶ
こ
と
と
な
る
。
最
高
裁
は
、
開
示
の
意
義
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
現
代
で
は
技
術
革
新
に
よ
り
迅
速
か
つ
詳
細
な
開
示
が
可
能
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
会
社
の
民
主
的
手
続

き
を
通
し
て
表
明
さ
れ
る
株
主
の
反
対
意
見
が
非
常
に
影
響
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
正
確
な
情

報
が
株
主
お
よ
び
市
民
に
提
供
さ
れ
れ
ば
、
株
主
は
会
社
の
政
治
的
言
論
が
会
社
の
利
益
を
促
進
し
て
い
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
が

で
き
、
市
民
は
公
職
者
が
「
い
わ
ゆ
る
財
界
に
金
銭
的
に
依
存
し
て
い
る
」
か
否
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
修
正
が
政
治
的
言
論

を
保
護
し
、
そ
し
て
開
示
が
市
民
お
よ
び
株
主
が
法
人
の
言
論
に
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
透
明
性
は
有
権

者
が
情
報
に
も
と
づ
い
た
決
定
を
下
す
こ
と
を
可
能
に
し
、
様
々
な
論
者
の
様
々
な
言
論
に
適
切
な
重
み
を
与
え
る
。」

（
22
）

本
件
最
高
裁
は
、「
開
示
義
務
は
言
論
に
負
担
を
課
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
政
治
活
動
に
上
限
を
設
け
る
も
の
で
は
な
く
、
言
論
を
妨

げ
る
も
の
で
は
な
い
。
開
示
は
言
論
規
制
の
な
か
で
も
制
約
の
少
な
い
規
制
で
あ
る
」

（
23
）

と
述
べ
て
、
支
出
規
制
で
は
な
く
開
示
を
通
じ
て

規
制
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。

四
　C

itizens
U

nited

判
決
後
の
動
向

法
人
の
選
挙
活
動
に
関
す
る
支
出
そ
の
も
の
に
対
す
る
規
制
は
違
憲
と
さ
れ
る
一
方
、
開
示
規
制
は
合
憲
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
現

在
、
二
つ
の
観
点
か
ら
新
た
な
対
応
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
政
治
資
金
を
規
正
す
る
観
点
か
ら
、
独
立
支
出
を
今
後
ど
う
扱
っ
て

い
く
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
開
示
規
制
を
強
め
る
動
き
が
あ
る
。
現
在
、
個
人
の
み
な
ら
ず
法
人
、
労
働
組
合
、
そ
の
他
団
体
か
ら

上
限
な
し
に
資
金
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
「
ス
ー
パ
ー
パ
ッ
ク
（su

p
er

P
A

C

）」、
正
式
に
は
「
独
立
支
出
の
み
の
委
員
会

（independent-expenditure
only

com
m

ittee

）」
と
し
て
知
ら
れ
る
Ｐ
Ａ
Ｃ
が
登
場
し
て
い
る

（
24
）

。C
itizens

U
nited

判
決
が
独
立
支
出
へ
の
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規
制
を
違
憲
と
し
た
こ
と
に
続
き
、Speechnow

v.
F

E
C

判
決

（
25
）

が
独
立
支
出
を
目
的
と
す
る
団
体
へ
の
個
人
献
金
の
上
限
を
違
憲
と
し
た

こ
と
か
ら
、
高
い
資
金
調
達
力
を
も
つ
ス
ー
パ
ー
パ
ッ
ク
が
誕
生
す
る
に
至
っ
た
。
ス
ー
パ
ー
パ
ッ
ク
は
、
候
補
者
や
政
党
に
直
接
献
金

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、
寄
附
者
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
通
常
の
Ｐ
Ａ
Ｃ
と
同
様
で
あ
る
が
、
独
立
支
出
の
み
を
行

う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
集
め
る
資
金
や
使
用
す
る
資
金
に
上
限
が
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
潤
沢
な
資
金
を
候
補
者
を
賞
賛
し

た
り
非
難
す
る
メ
デ
ィ
ア
戦
に
投
じ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
選
挙
活
動
の
鍵
を
握
る
存
在
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
大
統

領
を
は
じ
め
民
主
党
は
特
別
な
利
害
を
も
つ
資
金
が
政
治
過
程
に
入
り
込
む
こ
と
を
懸
念
し
てC

itizens
U

nited

判
決
に
反
対
の
意
を
示

し
て
お
り
、
と
く
に
ス
ー
パ
ー
パ
ッ
ク
を
念
頭
に
置
い
て
開
示
義
務
を
課
そ
う
と
す
る
動
き
も
あ
る
が
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
立
法
化
に

は
至
っ
て
い
な
い
。

い
ま
一
つ
に
は
会
社
法
の
観
点
か
ら
、
会
社
が
行
う
独
立
支
出
の
額
や
用
途
に
つ
い
て
誰
が
ど
こ
ま
で
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
な

ど
会
社
内
部
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
問
題
を
扱
う
動
き
で
あ
る
。
同
判
決
に
よ
り
会
社
本
体
の
資
産
か
ら
政
治
資
金
を
拠
出
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
こ
と
に
加
え
て
、
規
制
理
由
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
株
主
保
護
が
検
討
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
会
社
法
上
の

議
論
を
展
開
す
る
糸
口
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
二
〇
一
〇
年
以
降
の
立
法
提
案
、
会
社
の
自
主
的
な
取
り
組
み
、
そ
し
て
機
関
投

資
家
を
中
心
と
す
る
株
主
の
反
応
を
概
観
す
る
。

（
１
）

立
法
動
向

C
itizens

U
nited

判
決
以
降
、
多
く
の
立
法
提
案
が
さ
れ
て
い
る
。
法
案
と
し
て
提
出
さ
れ
た
代
表
的
な
も
の
は
三
件
あ
り
、
そ
の
他

に
も
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
規
則
制
定
請
願
が
出
さ
れ
た
り
、
学
者
の
立
法
提
案
な
ど
が
あ
る
。
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①Shareholder
Protection

A
ct

（
26
）

一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
の
改
正
を
目
的
と
し
、
政
治
活
動
の
た
め
の
支
出
（
独
立
支
出
も
し
く
は
選
挙
広
告
の
支
出
ま
た
は
そ
れ

ら
を
目
的
と
す
る
団
体
へ
の
支
出
で
あ
っ
て
、
ロ
ビ
ー
活
動
費
用
や
発
行
者
と
株
主
・
役
員
等
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
費
用
は
除
く
）

に
つ
い
て
、
以
下
の
三
つ
の
規
制
を
提
案
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
四
半
期
報
告
書
に
は
当
該
政
治
活
動
支
出
の
日
付
、
額
、
取
締
役

会
決
議
を
行
っ
た
場
合
は
各
取
締
役
の
投
票
内
容
、
支
持
・
不
支
持
対
象
と
し
た
候
補
者
の
氏
名
を
記
載
し
、
年
次
報
告
書
に
は
一
万
ド

ル
を
超
え
る
政
治
活
動
支
出
の
概
要
を
記
載
事
項
に
加
え
る
こ
と
、
②
五
万
ド
ル
を
超
え
る
政
治
活
動
支
出
に
つ
い
て
は
取
締
役
会
決
議

を
必
要
と
す
る
旨
の
附
属
定
款
規
定
を
設
け
、
決
議
結
果
を
ウ
ェ
ブ
で
公
開
す
る
よ
う
義
務
づ
け
る
こ
と
、
③
会
社
の
政
治
活
動
支
出
の

総
額
を
株
主
総
会
の
事
前
の
承
認
事
項
と
し
、
承
認
を
受
け
て
い
な
い
支
出
を
行
っ
た
役
員
等
に
損
害
賠
償
責
任
を
課
す
こ
と
で
あ
る
。

同
法
案
は
こ
の
三
点
に
つ
い
て
、
国
法
証
券
取
引
所
の
上
場
基
準
と
し
て
導
入
さ
せ
る
こ
と
で
上
場
会
社
を
対
象
に
規
制
す
る
こ
と
を
提

案
し
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
三
月
九
日
に
提
出
さ
れ
、
委
員
会
を
通
過
し
た
が
議
会
に
は
上
程
さ
れ
ず
、
二
〇
一
一
年
七
月
十
三
日
に
再

提
出
さ
れ
た
も
の
の
や
は
り
立
法
化
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

②D
ISC

L
O

SE
A

ct

（
27
）

内
容
は
多
岐
に
渡
る
が
、
一
万
ド
ル
超
の
独
立
支
出
・
選
挙
広
告
を
行
う
際
に
は
二
十
四
時
間
以
内
に
Ｆ
Ｅ
Ｃ
に
電
子
的
に
報
告
書
を

届
け
出
る
こ
と
や
、
株
主
等
に
対
し
て
も
詳
細
を
開
示
す
る
こ
と
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
等
の
代
表
者
に
四
半
期
ご
と
に
確
認
書
の
提
出
義
務
を
課
す

ほ
か
、
法
人
が
独
立
支
出
・
選
挙
広
告
に
利
用
で
き
る
一
般
資
金
を
寄
附
者
か
ら
の
寄
附
金
に
限
定
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。
二
〇

一
〇
年
四
月
二
十
九
日
に
提
出
さ
れ
、
六
月
に
下
院
を
通
過
す
る
も
上
院
で
否
決
さ
れ
た
。
同
年
六
月
二
十
一
日
に
再
提
出
さ
れ
る
が
同

様
に
上
院
で
否
決
さ
れ
て
い
る
。
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③C
orporate

Politics
T

ransparency
A

ct

（
28
）

一
九
三
三
年
証
券
法
に
も
と
づ
く
登
録
届
出
書
、
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
に
も
と
づ
く
四
半
期
報
告
書
お
よ
び
年
次
報
告
書
な
ら

び
に
委
任
状
説
明
書
の
記
載
事
項
と
し
て
、
一
つ
の
選
挙
で
一
万
ド
ル
を
超
え
る
独
立
支
出
も
し
く
は
選
挙
広
告
の
支
出
ま
た
は
そ
れ
ら

を
目
的
と
す
る
団
体
へ
の
支
出
に
つ
い
て
、
受
領
者
の
氏
名
、
支
出
の
総
額
、
当
該
支
出
を
行
っ
た
理
由
な
ら
び
に
発
行
者
に
と
っ
て
の

利
益
に
関
す
る
説
明
、
そ
し
て
過
去
六
年
間
の
支
出
総
額
を
加
え
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
二
〇
一
一
年
八
月
一
日
に
提
出
さ
れ
た
が
、

そ
の
ま
ま
会
期
の
終
了
を
迎
え
た
。

④
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
規
則
制
定
請
願

二
〇
一
一
年
八
月
三
日
、B

ebchuk

教
授
を
は
じ
め
と
す
る
十
名
の
教
授
が
連
名
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
し
て
、
公
開
会
社
に
、
政
治
活
動

に
か
か
る
会
社
資
産
の
使
用
に
つ
い
て
株
主
に
対
し
て
開
示
さ
せ
る
規
則
制
定
の
請
願
を
行
っ
て
い
る

（
29
）

。

⑤B
ebchuk

教
授
の
提
案

B
ebchuk

教
授
は
、
①
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
と
し
て
会
社
の
政
治
活
動
費
用
の
総
額
を
株
主
総
会
の
承
認
事
項
と
し
、
そ
の
変
更
手

続
き
や
使
途
に
つ
い
て
附
属
定
款
を
設
け
る
権
限
を
株
主
に
付
与
す
る
こ
と
、
②
独
立
取
締
役
か
ら
な
る
委
員
会
の
決
定
事
項
ま
た
は
監

督
事
項
と
す
る
こ
と
、
③
ロ
ビ
ー
活
動
費
用
な
ど
も
含
め
て
幅
広
く
政
治
活
動
費
用
を
開
示
さ
せ
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る

（
30
）

。
な
お
、
ロ

ビ
ー
活
動
と
は
、
ロ
ビ
イ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
者
が
市
民
や
企
業
の
依
頼
を
受
け
て
議
員
に
法
案
成
立
等
の
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
な
ど
の

活
動
を
指
し
、
政
治
に
関
連
す
る
支
出
の
中
で
も
ロ
ビ
ー
活
動
の
た
め
の
支
出
は
非
常
に
大
き
い
割
合
を
占
め
て
い
る
。
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上
記
の
よ
う
な
立
法
提
案
に
は
、
政
治
資
金
の
規
正
の
観
点
か
ら
政
治
関
連
支
出
を
開
示
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
動
き
と
、
会
社

法
や
証
券
諸
法
の
観
点
か
ら
株
主
や
投
資
家
の
た
め
に
開
示
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
手
続
を
整
備
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
二
つ
の
動
き
が
交
錯

し
て
い
る
。
た
と
え
ばShareholder

Protection
A

ct

やC
orporate

Politics
T

ransparency
A

ct

は
会
社
法
に
関
連
す
る
事
項
を
連
邦
証

券
取
引
所
法
を
通
じ
て
規
制
し
よ
う
と
試
み
る
法
案
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
対
象
はD

ISC
L

O
SE

A
ct

同
様
に
独
立
支
出
や
選
挙
広
告
を
念

頭
に
置
い
て
い
る
点
で
や
や
中
間
色
が
強
か
っ
た
。
一
方
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
規
則
制
定
請
願
やB

ebchuk

教
授
の
提
案
は
政
治
活
動
の
支
出

に
関
す
る
幅
広
い
開
示
を
会
社
に
求
め
て
お
り
、
後
者
の
観
点
に
立
つ
こ
と
が
伺
え
る
。
上
記
の
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る
の
が
開
示
義

務
を
課
そ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
こ
れ
はC
itizens

U
nited

判
決
に
お
い
て
開
示
を
通
し
た
規
制
は
合
憲
で
あ
る
と
の
判
断
が
示
さ

れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
開
示
を
求
め
る
流
れ
が
よ
り
強
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

（
２
）

会
社
の
取
組
み

こ
う
し
た
動
き
に
先
駆
け
、
自
主
的
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
整
備
や
開
示
を
進
め
る
会
社
も
現
れ
は
じ
め
て
い
る
。
Ｓ
＆
Ｐ
五
〇
〇
の
企
業

を
対
象
にC

itizens
U

nited

判
決
後
の
対
応
を
調
査
し
た
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
一
年
に
は
Ｓ
＆
Ｐ
五
〇
〇
の
八
四
％
の
会
社
が
政

治
関
連
支
出
に
つ
い
て
何
ら
か
の
声
明
や
方
針
を
公
表
し
て
い
る

（
31
）

。
今
回C

itizens
U

nited

判
決
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
特
定
候
補
者

へ
の
支
持
・
不
支
持
を
呼
び
か
け
る
よ
う
な
独
立
支
出
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
〇
年
に
は
五
十
八
社
が
、
二
〇
一
一
年
に
は
七
十
七
社
が

行
わ
な
い
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
一
方
、
五
社
は
行
う
方
針
で
あ
る
こ
と
を
公
表
し
て
い
る

（
32
）

。

政
治
関
連
支
出
が
取
締
役
会
の
監
督
事
項
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
会
社
は
、
二
〇
一
〇
年
に
は
二
三
％
、
二
〇
一
一
年
に
は
三
一
％

に
増
え
て
い
る

（
33
）

。
取
締
役
会
の
関
与
の
程
度
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
定
の
決
定
に
ま
で
関
与
す
る
会
社
や
、
総
額
の
み
を
決
定
す
る
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会
社
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
授
権
し
た
上
で
一
定
額
を
超
え
る
場
合
に
は
取
締
役
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
会
社
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る

（
34
）

。

支
出
の
額
や
内
容
な
ど
何
ら
か
の
開
示
を
行
う
会
社
は
二
〇
％
で
あ
り
、
政
治
関
連
支
出
を
行
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
会
社
の
四
分
の

三
が
開
示
を
し
て
い
な
い

（
35
）

。
取
締
役
会
が
監
督
し
て
い
る
会
社
（
一
五
一
社
）
と
そ
う
で
な
い
会
社
（
三
四
〇
社
）
を
比
べ
る
と
、
前
者

の
五
六
％
が
支
出
の
額
や
内
容
の
開
示
を
行
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
四
％
し
か
行
っ
て
お
ら
ず

（
36
）

、
取
り
組
み
の
積
極
さ
を
反
映
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
取
締
役
会
の
監
督
下
に
置
い
て
い
る
会
社
の
方
が
支
出
額
が
高
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り

（
37
）

、
立
法
提
案
な
ど
で

は
監
督
を
通
じ
て
支
出
を
低
く
抑
え
る
こ
と
を
期
待
す
る
側
面
が
あ
る
が
、
現
段
階
で
は
実
務
的
に
は
支
出
額
の
多
い
会
社
ほ
ど
必
要
に

迫
ら
れ
て
任
意
に
開
示
や
監
督
と
い
っ
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
整
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
３
）

株
主
の
反
応

政
治
関
連
支
出
に
つ
い
て
株
主
の
関
心
も
高
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。
株
主
提
案
の
内
容
と
し
て
、
二
〇
一
一
年
度
の
プ
ロ
キ
シ
ー
・
シ

ー
ズ
ン
に
は
、
政
治
関
連
の
支
出
に
関
す
る
提
案
が
最
も
多
く
、
全
四
六
五
件
の
う
ち
五
十
件
を
占
め
て
い
た

（
38
）

。
ま
だ
こ
の
種
の
開
示
を

行
っ
て
い
な
い
Ｓ
＆
Ｐ
一
〇
〇
の
う
ち
半
数
が
当
該
株
主
提
案
を
会
社
の
委
任
状
書
類
に
掲
載
し
て
決
議
を
行
っ
て
お
り
、
株
主
の
支
持

率
も
平
均
し
て
三
二
・
五
％
を
獲
得
し
て
い
る

（
39
）

。

各
機
関
投
資
家
も
個
別
に
見
解
を
公
表
し
て
い
る
。
た
と
え
ばT

IA
A

-C
R

E
F

（
教
職
員
保
険
年
金
連
合
会
・
大
学
退
職
株
式
基
金
）

は
政
治
活
動
を
行
う
企
業
は
、
政
治
関
連
の
支
出
の
開
示
だ
け
で
は
な
く
、
取
締
役
会
や
経
営
陣
の
監
督
手
続
き
に
つ
い
て
も
開
示
す
る

よ
う
求
め
て
お
り
、
こ
う
し
た
株
主
総
会
の
議
案
に
は
基
本
的
に
賛
成
す
る
と
し
て
い
る

（
40
）

。C
ouncilof

InstitutionalInvestors

（
機
関
投

資
家
協
議
会
）
は
取
締
役
会
の
監
督
事
項
と
し
、
承
認
も
取
締
役
会
で
行
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
承
認
の
基
準
に
つ
い
て
も
開
示

す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
会
社
資
金
か
ら
拠
出
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
政
治
関
連
支
出
の
年
間
総
額
と
受
領
者
を
開
示
す
る
よ
う
求
め
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て
い
る

（
41
）

。

議
決
権
行
使
助
言
機
関
で
あ
る
Ｉ
Ｓ
Ｓ
（Institutional

Shareholders
Services

）
は
二
〇
一
二
年
度
の
プ
ロ
キ
シ
ー
・
シ
ー
ズ
ン
に
向

け
て
政
治
関
連
支
出
に
か
か
る
議
決
権
行
使
方
針
を
改
定
し
て
い
る

（
42
）

。
Ｉ
Ｓ
Ｓ
は
こ
れ
ま
で
、
会
社
に
当
該
支
出
の
開
示
を
求
め
る
株
主

提
案
に
は
事
案
に
応
じ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
と
し
て
い
た
が
、
現
在
は
基
本
的
に
は
賛
成
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
開

示
の
媒
体
と
し
て
、
新
聞
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
公
表
す
る
よ
う
求
め
る
提
案
は
会
社
に
莫
大
な
費
用
を
課
す
こ
と
に
な
る
と
し

て
反
対
の
方
針
を
と
っ
て
い
る
。
な
お
、
ビ
ジ
ネ
ス
は
連
邦
や
州
の
立
法
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
会
社
が
政
治
関
連
の

支
出
を
行
う
こ
と
自
体
を
禁
じ
る
の
は
当
該
会
社
を
競
争
上
不
利
な
立
場
に
置
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
議
案
に

は
反
対
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

五
　
お
わ
り
に

本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
に
下
さ
れ
たC

itizens
U

nited
判
決
を
契
機
と
し
て
、
会
社
法
の
観
点
か
ら
政
治
関
連
支
出
を
め
ぐ
る
規
制
の

動
向
を
紹
介
し
た
。
当
該
判
決
で
は
、
自
ら
の
意
思
に
反
す
る
政
治
的
表
現
に
会
社
財
産
を
通
じ
て
支
出
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
か
ら
株
主

を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
手
続
き
を
通
し
て
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
さ
ら
に

支
出
規
制
に
よ
ら
ず
開
示
規
制
を
積
極
的
に
支
持
す
る
姿
勢
を
見
せ
た
。

C
itizens

U
nited

判
決
以
降
、
数
々
の
立
法
提
案
が
試
み
ら
れ
、
そ
し
て
会
社
の
自
主
的
な
取
り
組
み
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
。
背
景
に
は
機
関
投
資
家
を
は
じ
め
と
し
て
株
主
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
国
民
的
関
心
を
呼
ん
で
い
る

こ
と
も
後
押
し
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
提
示
さ
れ
て
い
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
総
じ
て
み
る
と
、
監
督
に
関
す
る
事
項
、
決
定
手
続
き
に
関
す
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る
事
項
、
そ
し
て
支
出
の
開
示
に
関
す
る
事
項
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
監
督
に
関
し
て
は
主
に
取
締
役
会
の
管
轄
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
中
心
で
あ
り
、
監
督
方
法
を
具
体
的
に
開
示
す
る
こ
と
や
、
独
立
取
締
役
の
関
与
を
求
め
る
場
合
も
あ
る
。
監
督
と
も

密
接
に
関
連
す
る
が
、
決
定
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
株
主
総
会
の
承
認
事
項
と
す
る
ケ
ー
ス
、
取
締
役
会
の
決
定
事
項
と
す
る
ケ
ー
ス
、

Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
の
役
員
に
授
権
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
対
象
事
項
を
総
額
に
す
る
か
個
別
の
支
出
を
対
象
と
す
る
か
、
そ
し
て
承

認
の
基
準
の
作
成
お
よ
び
開
示
を
求
め
る
か
な
ど
で
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
。
開
示
に
関
し
て
は
、
証
券
諸
法
上
の
開
示
書
類
へ
の

掲
載
を
求
め
る
場
合
や
、
ウ
ェ
ブ
上
で
の
ア
ク
セ
ス
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
場
合
も
あ
る
。

そ
し
て
、
対
象
と
す
る
支
出
の
種
類
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
政
治
活
動
に
関
連
す
る
支
出
を
細
か
く
分
け
れ
ば
、C

itizens
U

nited

判

決
で
問
題
と
な
っ
た
独
立
支
出
、
独
立
支
出
に
限
ら
ず
連
邦
選
挙
に
関
す
る
支
出
、
州
選
挙
に
関
す
る
支
出
、
そ
し
て
ロ
ビ
ー
活
動
費
な

ど
の
種
類
が
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
に
は
、
企
業
の
政
治
関
連
支
出
は
総
額
十
一
億
ド
ル
に
の
ぼ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
九
億
八
千
万
ド

ル
（
全
体
の
八
七
％
）
が
ロ
ビ
ー
活
動
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
州
レ
ベ
ル
の
選
挙
に
は
一
億
一
二
〇
〇
万
ド
ル
（
一
〇
％
）、
連
邦

レ
ベ
ル
の
選
挙
に
は
三
一
〇
〇
万
ド
ル
（
三
％
）
と
い
う
内
訳
と
な
っ
て
お
り
、
ロ
ビ
ー
活
動
費
用
の
高
さ
が
う
か
が
え
る

（
43
）

。
独
立
支
出

に
始
ま
っ
た
企
業
の
政
治
関
連
支
出
へ
の
関
心
は
、
最
近
で
は
こ
う
し
た
ロ
ビ
ー
活
動
費
用
に
波
及
し
て
、
政
治
関
連
の
支
出
全
般
に
そ

の
対
象
が
広
ま
っ
て
い
る
。
法
案
は
い
ず
れ
も
成
立
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
今
後
は
開
示
規
則
制
定
に
前
向
き
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
る

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
動
向
が
要
と
な
っ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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（
１
）

拙
稿
「
米
国
に
お
け
る
株
主
総
会
と
取
締
役
会
の
権
限
領
域
（
一
）
―
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
を
中
心
に
―
」
広
島
法
学
三
四
巻
二
号
三
一
頁
（
二
〇
一
〇
年
）。

取
締
役
会
の
権
限
領
域
を
ど
の
よ
う
に
設
計
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
株
主
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
や
株
主
提
案
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
改
め
て
確
認
さ
れ
る
こ

と
も
多
い
。
現
在
、
取
締
役
会
の
裁
量
の
下
に
扱
わ
れ
て
き
た
事
項
（
た
と
え
ば
買
収
防
衛
策
、m

ajority
voting,proxy

access,

取
締
役
擁
立
費
用
補
償
な

ど
）
に
対
し
て
、
附
属
定
款
の
変
更
と
い
う
株
主
提
案
の
形
で
、
株
主
が
そ
の
声
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
手
法
が
多
く
と
ら
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
米
国
に

お
け
る
附
属
定
款
を
め
ぐ
る
権
限
分
配
の
議
論
」
広
島
法
学
三
五
巻
二
号
二
七
頁
（
二
〇
一
一
年
）。

（
２
）

個
人
お
よ
び
団
体
に
よ
る
、
候
補
者
・
政
党
・
Ｐ
Ａ
Ｃ
へ
の
献
金
に
は
上
限
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
規
制
の
一
部
は
イ
ン
フ
レ
調
整
が
施
さ
れ

る
。
二
〇
一
〇
年
度
の
連
邦
選
挙
に
お
い
て
は
、
個
人
が
一
年
間
に
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
対
し
て
献
金
で
き
る
額
は
五
千
ド
ル
を
上
限
と
し
、
個
人
が
行
う
す
べ
て
の

献
金
に
つ
い
て
二
年
間
の
総
額
と
し
て
十
一
万
五
五
〇
〇
ド
ル
を
上
限
と
し
て
い
る
。
な
お
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
は
、
二
〇
〇
ド
ル
以
上
の
献
金
者
の
氏
名
、
住
所
、

職
業
を
Ｆ
Ｅ
Ｃ
に
報
告
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

（
３
）

Ｆ
Ｅ
Ｃ
は
、
大
統
領
選
挙
運
動
基
金
の
管
理
運
営
、
提
出
さ
れ
た
収
支
報
告
書
の
調
査
権
限
、
収
支
の
公
開
、
連
邦
選
挙
運
動
資
金
法
違
反
者
に
対
す
る

法
執
行
権
限
、
同
法
に
関
す
る
規
則
制
定
権
、
法
規
解
釈
に
関
し
て
勧
告
的
意
見
を
提
示
す
る
権
限
、
連
邦
議
会
に
対
し
て
立
法
上
の
提
言
を
す
る
権
限
を

有
す
る
。
委
員
は
す
べ
て
大
統
領
が
指
名
し
、
上
院
の
承
認
を
得
る
と
い
う
独
立
行
政
委
員
会
の
通
常
の
委
員
指
名
の
方
式
が
採
ら
れ
て
い
る
。
大
曲
薫

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
資
金
規
制
改
革
の
展
開
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
四
九
四
号
七
二
頁
（
一
九
九
二
年
）。

（
４
）

中
川
か
お
り
「
二
〇
〇
二
年
超
党
派
選
挙
運
動
改
革
法
」
外
国
の
立
法
二
一
三
号
一
六
五
頁
（
二
〇
〇
二
年
）。

（
５
）

C
itizens

U
nited

v.FederalE
lection

C
om

m
ission,130

S.C
t.876

(2010 ).

（
６
）

H
eidiW

elsh
&

R
obin

Y
oung,C

orporate
G

overnance
ofP

oliticalE
xpenditures:2011

B
enchm

ark
R

eporton
S&

P
500

C
om

panies,at26
(N

ov.10 ,

2011 ),available
athttp://ssrn.com

/abstract=1959566
(lastvisited

A
pr.10 ,2012 ).

（
７
）

Id.at47 .

（
８
）

二
〇
〇
二
年
超
党
派
選
挙
運
動
改
革
法
二
〇
三
条
。

（
９
）

二
〇
〇
二
年
超
党
派
選
挙
運
動
改
革
法
二
〇
一
条
。

（
10
）

二
〇
〇
二
年
超
党
派
選
挙
運
動
改
革
法
三
一
一
条
。

（
11
）

C
itizens

U
nited

v.FederalE
lection

C
om

m
ission,530

F.Supp.2 d
274

(D
.C

.2008 ).

（
12
）

本
判
決
は
憲
法
学
の
領
域
で
有
名
な
判
例
と
し
て
す
で
に
多
く
の
論
文
で
解
説
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
重
要
な
論
点
に
つ
い
て
は
、
落
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合
俊
行
「
ア
メ
リ
カ
連
邦
選
挙
運
動
資
金
に
お
け
る
『
選
挙
広
告
支
出
制
限
』
規
制
の
憲
法
学
的
考
察
」
北
九
州
市
立
大
学
法
政
論
集
三
八
巻
三
号
一
頁

（
二
〇
一
〇
年
）、
東
川
浩
二
「
判
批
」
ア
メ
リ
カ
法
二
〇
一
〇
―
二
号
四
二
三
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
宮
川
成
雄
「
法
人
の
独
立
選
挙
支
出
の
規
制
と
言
論

の
自
由
」
比
較
法
学
四
四
巻
三
号
一
五
六
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
村
山
健
太
郎
「
ロ
バ
ー
ツ
・
コ
ー
ト
と
選
挙
運
動
資
金
規
制
（
三
・
完
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

四
一
九
号
一
三
〇
頁
（
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
13
）

B
uckley

v.V
aelo,424

U
.S.1

(1976 ).

（
14
）

FirstN
ationalB

ank
of

B
oston

v.B
ellotti,435

U
.S.765

(1978 ).

（
15
）

A
ustin

v.M
ichigan

C
ham

ber
of

C
om

m
erce,494

U
.S.652

(1990 ).

（
16
）

M
cC

onnellv.FederalE
lection

C
om

m
ission,540

U
.S.93

(2003 ).

（
17
）

C
itizens

U
nited,130

S.C
t.at911 .

（
18
）

企
業
が
レ
ン
ト
（
利
権
）
を
獲
得
・
維
持
す
る
た
め
に
行
う
活
動
を
指
し
、
こ
の
た
め
の
支
出
は
生
産
と
は
結
び
つ
か
な
い
た
め
社
会
的
に
は
資
源
の
浪

費
と
み
な
さ
れ
る
。

（
19
）

Id.at977 .

（
20
）

株
主
の
表
現
の
自
由
の
観
点
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
手
続
規
制
の
合
憲
性
を
検
討
す
る
論
文
と
し
て
、L

arry
E

.
L

ibstein,
F

irst
A

m
endm

ent
and

C
orporate

G
overnance,27 :4

G
A

.S
T.U

.L
.R

E
V

.1019
(2011 ).

（
21
）

本
判
決
を
契
機
に
改
め
て
会
社
の
政
治
的
言
論
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
や
少
数
株
主
の
保
護
に
つ
い
て
検
討
す
る
論
文
と
し
て
、L

ucian
A

.
B

ebchuk

&
R

obertJ.Jackson,Jr.,C
orporate

P
oliticalSpeech:

W
ho

D
ecides?,124

H
A

R
V

.L
.R

E
V

.83
(2010 ).

（
22
）

Id.at914 -916 .

（
23
）

C
itizens

U
nited,130

S.C
t.at914 .

（
24
）

W
ashington

Post,N
ew

'Super
Pacs'bringing

m
illions

into
cam

paigns
(Sep.28 ,2010 )

available
at

http://
w

w
w

.w
ashingtonpost.com

/
w

p-dyn
/

content/article
/2010

/09
/27

/A
R
2010092706500 .htm

l(lastvisited
A

pr.10 ,2012 ).

（
25
）

SpeechN
ow

.org
v.FederalE

lection
C

om
m

ission,599
F.3 d

686
(D

.C
.C

ir.2010 ).

本
件
は
、
表
現
の
自
由
を
促
進
す
る
た
め
の
非
営
利
団
体
な
ら
び

に
そ
の
代
表
者
等
が
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
へ
の
個
人
献
金
に
上
限
を
設
け
る
連
邦
選
挙
運
動
資
金
法
の
規
定
は
憲
法
第
一
修
正
に
違
反
し
て
お
り
、
ま
た
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
課

さ
れ
て
い
る
報
告
書
提
出
義
務
は
当
該
団
体
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
違
憲
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
無
効
確
認
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
事
案
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で
あ
る
。
Ｐ
Ａ
Ｃ
へ
の
個
人
の
献
金
額
は
年
間
五
千
ド
ル
ま
で
に
制
限
さ
れ
て
お
り
（
連
邦
選
挙
運
動
資
金
法
四
四
一
ａ
条
（
ａ
）（
一
）（
Ｃ
））、
個
人
が

す
べ
て
の
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
対
し
て
献
金
で
き
る
総
額
は
二
年
間
で
約
七
万
ド
ル
ま
で
に
制
限
さ
れ
て
い
る
（
同
条
（
ａ
）（
三
））。
本
件
で
は
、
①
独
立
支
出
の

み
を
行
う
Ｐ
Ａ
Ｃ
へ
の
個
人
献
金
に
制
限
を
設
け
る
規
定
は
第
一
修
正
に
違
反
し
て
お
り
、
②
報
告
書
の
提
出
義
務
は
合
憲
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
た
。

（
26
）

Shareholder
Protection

A
ct

of
2010 ,

H
.R

.
4790 ,

111 th
C

ong.
(2010 ).

Shareholder
Protection

A
ct

of
2011 ,

H
.R

.
2517 ,

112 th
C

ong.
(2011 ).

（
27
）

D
em

ocracy
is

Strengthened
by

C
asting

L
ighton

Spending
in

E
lections

A
ct(D

ISC
L

O
SE

A
ct),H

.R
.5175 ,111 th

C
ong.(2010 ).

（
28
）

C
orporate

Politics
T

ransparency
A

ct,H
.R

.2728 ,112 th
C

ong.(2011 ).

（
29
）

L
ucian

A
.B

ebchuk
et

al.,T
he

C
om

m
ittiee

on
D

isclosure
of

C
orporate

Political
Spending

Petition
for

R
ulem

aking
(A

ug.3 ,2011 ),available
at

http://
sec.gov

/
rules

/
petitions

/2011
/

petn4 -637 .pdf
(last

visited
A

pr.10 ,2012 ).

な
お
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
委
員
は
当
該
開
示
ル
ー
ル
の
作
成
に
前
向
き

な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。L

uis
A

.
A

guilar,
C

om
m

issioner,
Securities

and
E

xchange
C

om
m

ission,
Practising

L
aw

Institute's
SE

C
Speaks

in
2012

Program
:

Shining
a

L
ight

on
E

xpenditures
of

Shareholder
M

oney
(Feb.

24 ,
2012 ),

available
at

http://
w

w
w

.sec.gov
/

new
s

/
speech

/
2012

/

spch022412 laa.htm
(lastvisited

A
pr.10 ,2012 ).

（
30
）

B
ebchuk

&
Jackson,Jr.,supra

note
21 .
な
お
、
株
主
総
会
の
決
議
事
項
と
す
る
べ
き
と
の
主
張
に
お
い
て
は
、
英
国
会
社
法
を
引
き
合
い
に
出
す
例
が

多
く
み
ら
れ
る
。See

id.
at
98 .

英
国
で
は
二
〇
〇
〇
年
に
、
五
千
ポ
ン
ド
を
超
え
る
政
治
献
金
お
よ
び
政
治
関
連
支
出
に
つ
い
て
は
事
前
に
株
主
総
会
の

承
認
を
必
要
と
す
る
旨
の
明
文
規
定
が
会
社
法
に
新
設
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
川
島
い
づ
み
ほ
か

「
イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法
（
四
）」
比
較
法
学
四
二
巻
三
号
二
八
〇
頁
以
下
〔
川
島
〕（
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

（
31
）

W
elsh

&
Y

oung,
supra

note
6 ,

at
16 .

た
と
え
ば
、
政
治
関
連
支
出
に
つ
い
て
会
社
の
方
針
を
積
極
的
に
提
示
し
て
い
るPfizer

社
は
、
連
邦
選
挙
に

関
し
て
は
、
職
員
は
会
社
の
資
産
を
使
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
、
個
人
献
金
を
行
っ
た
職
員
が
会
社
に
費
用
補
償
を
求
め
た
り
、
会
社
の

パ
ソ
コ
ン
、
メ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
、
職
員
名
簿
、
会
議
室
、
封
筒
、
ロ
ゴ
、
便
箋
、
コ
ピ
ー
機
な
ど
を
使
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
就
労
時
間

中
に
選
挙
の
た
め
に
時
間
を
使
っ
て
は
な
ら
ず
、
も
し
以
上
の
よ
う
な
会
社
資
産
を
使
用
し
た
場
合
に
は
そ
れ
を
認
識
し
て
か
ら
五
営
業
日
以
内
に
報
告
し
、

補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
に
も
、
半
期
ご
と
に
株
主
に
ウ
ェ
ヴ
サ
イ
ト
上
で
報
告
書
を
開
示
す
る
と
し
て
い
る
。Pfizer

C
orporate

Procedure

for
Political

C
ontributions,

available
at

http://
m

edia.pfizer.com
/

files
/

investors
/

corporate
/

pac_corporate_procedure.pdf
(last

visited
A

pr.10 ,

2012 ).

（
32
）

W
elsh

&
Y

oung,supra
note
6 ,at37 -38 .
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（
33
）

Id.at21 .
（
34
）

Id.at22 -23 .

（
35
）

Id.at33 .

（
36
）

Id.at51 -52 .

（
37
）

Id.at52 .

（
38
）

そ
の
他
の
提
案
に
は
、
期
差
制
取
締
役
会
が
四
十
五
件
、m

ajority
voting

が
三
十
九
件
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
議
長
の
兼
職
が
二
十
三
件
、superm

ajority
voting

が
十
八
件
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
が
七
件
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
の
ク
ロ
ー
バ
ッ
ク
が
三
件
で
あ
っ
た
。B

ebchuk
etal.,supra

note
29 ,at4 .

（
39
）

Id.

（
40
）

T
IA

A
-C

R
E

F
P

O
L

IC
Y

S
T

A
T

E
M

E
N

T
O

N
C

O
R

PO
R

A
T

E
G

O
V

E
R

N
A

N
C

E
27 ,36

(6 th
ed.2011 ),

available
at

http://
w

w
w

.tiaa-cref.org
/

ucm
/

groups
/

content/@
ap_ucm

_p_tcp
/docum

ents
/docum

ent/tiaa01010204 .pdf
(lastvisited

A
pr.10 ,2012 ).

（
41
）

C
O

U
N

C
IL

O
F

I N
ST

IT
U

T
IO

N
A

L
I N

V
E

ST
O

R
S,C

O
R

PO
R

A
T

E
G

O
V

E
R

N
A

N
C

E
P

O
L

IC
IE

S
7

§
2 .14

(2011 ),available
athttp://w

w
w

.cii.org
/U

serFiles
/file

/

council%
20 policies

/C
II%
20 C

orp%
20 G

ov%
20 Policies%

20 Full%
20 and%

20 C
urrent%

2012 -21 -11 %
20 FIN

A
L

.pdf
(lastvisited

A
pr.10 ,2012 ).

（
42
）

I N
S

T
IT

U
T

IO
N

A
L

S
H

A
R

E
H

O
L

D
E

R
S

E
R

V
IC

E
S

I N
C

.,
2012

U
.S

.
P

R
O

X
Y

V
O

T
IN

G
S

U
M

M
A

R
Y

G
U

ID
E

L
IN

E
S
63

-64
,

a
va

ila
b

le
a

t
h

ttp
://

w
w

w
.issgovernance.com

/files
/2012 U

SSum
m

aryG
uidelines1312012 .pdf

(lastvisited
A

pr.10 ,2012 ).

（
43
）

W
elsh

&
Y

oung,supra
note
6 ,at47 .
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